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 令和３年第１回（３月）岬町議会定例会第２日会議録 

 

○令和３年３月４日（木）午前１０時００分開議 

 

○場  所  岬町役場議場 

 

○出席議員  次のとおり１２名であります。 

  １番 松 尾   匡   ２番 谷 﨑 整 史   ３番 道 工 晴 久 

  ４番 中 原   晶   ５番 坂 原 正 勝   ６番 反 保 多喜男 

  ７番 辻 下 正 純   ８番 小 川 日出夫   ９番 竹 原 伸 晃 

 １０番 和 田 勝 弘 １１番 出 口   実  １２番 奥 野   学 
 

  欠席議員  ０ 名 

  欠  員  ０ 名 

  傍  聴  １ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 
まちづくり戦略室理事 

兼人事担当課長 
廣 田 尚 司 

副 町 長 中 口 守 可 
総 務 部 理 事 

兼財政改革部理事 
窪 田 忠 剛 

副 町 長 松 岡 裕 二 総 務 部 理 事 寺 田 武 司 

教 育 長 古 橋 重 和 
財政改革部理事 

兼 税 務 課 長 
阪 本   隆 

まちづくり戦略室長 

兼町長公室長 
川 端 慎 也 

しあわせ創造部理事 

兼 住 民 課 長 
今 坂 嘉 文 

総 務 部 長 西   啓 介 

都市整備部理事 

兼土木下水道課長 

兼二国推進課長 

是 澤   敬 

財政改革部長 相 馬 進 祐 都市整備部理事 吉 田 一 誠 

しあわせ創造部長 松 井 清 幸 会 計 管 理 者 福 井 智 淑 

都市整備部長 奥   和 平 
まちづくり戦略室 

危 機 管 理 監 
森   由 造 

教育次長兼指導課長 澤   憲 一 
財 政 改 革 部 

財政改革課長 
内 山 弘 幸 
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○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 鈴 木 真 澄 議会事務局主査 池 田 雄 哉 

 

○会  期 

   令和３年３月２日から２４日（２３日） 

 

○会議録署名議員 

  ４番 中 原   晶   ５番 坂 原 正 勝   

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

議事日程 

  日程第 １ 

  日程第 ２ 

 

議案第 １号 

諸般の報告 

専決処分の承認について（令和２年度岬町一般会計補正予算

（第９次）） 

  日程第 ３ 議案第 ２号 令和２年度岬町一般会計補正予算（第１０次）について 

  日程第 ４ 議案第 ３号 令和２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１次）に

ついて 

  日程第 ５ 議案第 ４号 令和２年度岬町介護保険特別会計補正予算（第４次）について 

  日程第 ６ 

  日程第 ７ 

  日程第 ８ 

  日程第 ９ 

  日程第１０ 

  日程第１１ 

  日程第１２ 

  日程第１３ 

  日程第１４ 

  日程第１５ 
   

日程第１６ 

   

議案第 ５号 

議案第 ６号 

議案第 ７号 

議案第 ８号 

議案第 ９号 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

議案第１４号 
 
議案第１５号 

 

令和２度岬町深日財産区特別会計補正予算（第３次）について 

令和３年度岬町一般会計予算について 

令和３年度岬町国民健康保険特別会計予算について 

令和３年度岬町後期高齢者医療特別会計予算について 

令和３年度岬町下水道事業特別会計予算について 

令和３年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算について 

令和３年度岬町介護保険特別会計予算について 

令和３年度岬町淡輪財産区特別会計予算について 

令和３年度岬町深日財産区特別会計予算について 

令和３年度岬町多奈川財産区特別会計予算について 
 
岬町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定に

ついて 
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日程第１７ 

  日程第１８ 
   

日程第１９ 

 
   

日程第２０ 

  日程第２１ 

  日程第２２ 

  日程第２３ 

  日程第２４ 

  日程第２５ 

  日程第２６ 

  日程第２７ 

  日程第２８ 

  日程第２９ 

  日程第３０ 

  日程第３１ 

  日程第３２ 

  日程第３３ 

  日程第３４ 

  日程第３５ 

  日程第３６ 

 

議案第１６号 

議案第１７号 
 
議案第１８号 

 
 

議案第１９号 

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３０号 

議案第３１号 

議案第３２号 

議案第３３号 

議案第３４号 

選挙第１号 

岬町税条例の一部改正について 

岬町国民健康保険条例の一部改正について 
 
岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 
 

岬町介護保険条例の一部改正について 

岬町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町農業委員会委員の任命について 

岬町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 
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（午前１０時００分 開会） 

○奥野 学議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和３年第１回岬町議会定例会２日目を開会します。 

  ただいまの時刻は、午前１０時００分です。 

  本日の出席議員は１２名です。出席者数が定足数に達しておりますので、本定例会は成立しま

した。 

  本定例会には、町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  これより本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第１、諸般の報告を行います。 

  昨日、大阪府町村議長会定期総会におきまして、中原 晶君、反保多喜男君が全国町村議会議

長会会長から自治功労者表彰を受けられましたので、伝達式を行います。 

  中原 晶君、反保多喜男君は演台前にお越しください。 

（中原 晶君、反保多喜男君 演台前に移動） 

○奥野 学議長 表彰状 大阪府岬町 中原 晶殿。 

  あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与せられたその功績は誠に顕著

であります。 

  よって、ここにこれを表彰します。 

  令和３年２月９日 全国町村議会議長会 会長 松尾文則。 

  おめでとうございます。 

○中原 晶議員 ありがとうございます。 

（拍手） 

○奥野 学議長 表彰状 大阪府岬町 反保多喜男殿。 

  あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与せられたその功績は誠に顕著

であります。 

  よって、ここにこれを表彰します。 

  令和３年２月９日 全国町村議会議長会 会長 松尾文則。 

  おめでとうございます。 

○反保多喜男議員 ありがとうございます。 

（拍手） 
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○奥野 学議長 続きまして、町長からの感謝状の贈呈でございます。 

  田代町長は演台前にお越しください。 

○田代 堯町長 感謝状 岬町議会議員 中原 晶様。 

  あなたは多年にわたり岬町議会議員として地方自治の振興発展に寄与されました。 

  その功績は誠に顕著で、ここに感謝の意を表します。 

  令和３年３月４日 大阪府泉南郡岬町長 田代 堯。 

  どうもご苦労様でございました。 

○中原 晶議員 ありがとうございます。 

（拍手） 

○田代 堯町長 感謝状 岬町議会議員 反保多喜男様。 

  あなたは多年にわたり岬町議会議員として地方自治の振興発展に寄与されました。 

  その功績は誠に顕著で、ここに感謝の意を表します。 

  令和３年３月４日 大阪府泉南郡岬町長 田代 堯。 

  どうもご苦労様でございました。 

○反保多喜男議員 ありがとうございます。 

（拍手） 

○奥野 学議長 ただいま感謝状の贈呈が終わりました。 

  表彰状並びに感謝状を受けられました２名より謝辞を述べたいとのことでありますので、これ

を許可します。 

  まず中原 晶君から許可します。 

○中原 晶議員 このたび、身に余る表彰を頂きましてお礼を一言申し上げたいと思います。 

  多年にわたるということでありましたけれども、１５年間皆様のご支援によりまして元気に活

動をすることができました。 

  このことは、ここにおられる理事者の皆さん、そして議員の皆さん、また家族、住民の皆さん

のご支援によるものと深く感謝をいたします。 

  また、この場におられない、過去にお世話になった理事者の皆さん、そして、残念ながらお会

いすることができない議員の皆さんや住民の皆さんもおられるわけですが、今後もそういったお

世話になった全ての方々に恥じないよう、そしてまた、自分に嘘のない活動を進めていけるよう

に頑張っていきたいと思います。 

  これからも自己研鑽を重ね、また、住民の皆さんのお声をしっかりと聞きながら、その実現の
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ために全力を尽くしていく所存でありますので、引き続きご支援いただきますように、そしてご

鞭撻、ご指導いただきますように重ねてお願い申し上げましてお礼のご挨拶とさせていただきま

す。 

  本日はありがとうございました。 

（拍手） 

○奥野 学議長 次に、反保多喜男君。 

○反保多喜男議員 ただいま、町長並びに議長から多大なる栄誉ある表彰を頂きました。 

  私、最近は議会のほうも留守がちになっており、誠に申し訳ございません。 

  １５年経って、最近は特にそういう思いがございますが、町民の皆さんのご支援、そして理事

者のご支援、そして、仲間である議員の皆様方のご支援によりまして、今、表彰を受けられまし

た。誠にありがとうございます。 

  今後も皆さん方のご支援、ご鞭撻をお願いいたしまして挨拶に代えさせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○奥野 学議長 表彰された中原議員、反保議員におかれましては、多年にわたる議員活動、本当

にご苦労様でした。 

  今後とも、よりよい岬町のためによろしくお願いいたします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第２、議案第１号「専決処分の承認について（令和２年度岬町一般会計補正

予算（第９次））」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 日程第２、議案第１号「専決処分の承認について（令和２年度岬町一般会計

補正予算（第９次））」をご説明いたします。 

  本件につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  裏面の専決処分書をご覧ください。 

  専決処分の理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る国の地方創生臨時交

付金の第３次分の決定に伴う交付金充当事業及び新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保に
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関わる事業に係る補正予算を調整し、議会の議決を経る必要が生じましたが、議会を招集する時

間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和３年２月１５日付で専決

処分をしたものでございます。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、国から第１次交付限度額

９，０２４万円、第２次交付限度額２億１，８１３万７，０００円に加えまして、２月１０日付

で第３次交付限度額として７８０万円の通知を受けたところでございます。 

  これにより、交付金の限度額は合計で３億１，６１７万７，０００円となりました。 

  年度末を迎えるに当たり、これまで本町がまちの独自支援策として実施してきました予算の執

行状況を踏まえ、交付金を余すことなく有効に活用するために必要な予算を計上するものでござ

います。 

  また、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきましては、２月１４日に米国のフ

ァイザー製ワクチンが国内で初めて承認され、１７日から医療従事者に対して先行接種が開始さ

れており、４月以降に高齢者と基礎疾患のある方、その後に一般の方への接種が予定されており

ますが、ワクチン接種を円滑に進めるために必要な準備経費を計上するものでございます。 

  本補正予算につきましては、本来なら可能な限り臨時議会などによりご審議いただくべきもの

と認識してございますが、これらの対応を早急に行う必要があったことなどから、専決処分によ

り編成させていただいたものでございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

  それでは、補正予算の内容につきましてご説明させていただきます。 

  議案書のほか、予算書とともに配付させていただいております補足説明資料と併せてご参照願

います。 

  予算書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，６２６万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９４億７，７７０万７，０００円とするものでございます。 

  ２ページをご参照願います。「第１表 歳入歳出予算補正」をご覧ください。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明させていただきます。 

  なお、詳細につきましては９ページ、１０ページに記載しておりますので併せてご参照願いま

す。 

  国庫支出金といたしまして２，０４４万１，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、今後、実施が予定されております新型コロナウイルスワクチン接種事

業に必要な体制確保事業費補助金１，８６４万１，０００円を、学校施設の感染防止対策を行う
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ための学校保健特別対策事業費補助金の小学校分１４０万円を、同様に中学校分４０万円をそれ

ぞれ計上いたしております。 

  府支出金といたしまして、幼稚園の感染防止対策を行うための教育支援体制整備事業費交付金

２５万円を計上いたしております。 

  繰入金といたしまして３，５５７万８，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、本補正予算編成に必要な財源といたしまして、財政調整基金繰入金３，

４２２万８，０００円を、出産祝金事業に充当するための岬ゆめ・みらい基金繰入金１３５万円

を計上いたしております。 

  なお、これまで新型コロナウイルス対策として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の充当を予定している事業の財源につきましては、財政調整基金繰入金などにより編成をい

たしております。 

  充当事業に係る事業費の決定後、以後の補正予算におきまして交付金と基金との科目の振替を

するとともに財源更正を行う予定でございます。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。 

  ３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては１１ページ以降に記載しておりますの

で、併せてご参照願います。 

  総務費といたしまして６８７万２，０００円を計上いたしております。 

  主な内容といたしまして、感染防止対策に伴う庁舎改修事業といたしまして、換気対策のため

本庁舎１階の窓改修工事１０４万５，０００円を、災害対策本部や危機管理担当が入っている第

二庁舎においてもリモート会議ができるように無線ＬＡＮ環境の整備工事や会議用モニター、パ

ソコンの購入費など、合わせて３６８万９，０００円を、出産件数の増加に伴う出産祝金事業報

償費１３５万円をそれぞれ計上いたしております。 

  民生費につきましては４４９万円を計上いたしております。 

  主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和２年３月から５月

まで健康ふれあいセンターの指定管理者が町の要請に応じて一部休業したことに伴う協力金など

２５０万円を、保育所における児童の感染防止対策として児童と児童の間を保つために必要とな

る児童用机の購入費と飛沫防止パーテーションの購入費を合わせて１７３万６，０００円を計上

いたしております。 

  衛生費といたしまして１，９２２万６，０００円を計上いたしております。 

  主な内容といたしましては、新型コロナウイルスワクチン接種に際して必要な体制の整備にか
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かる費用といたしまして、ワクチン接種についての相談や予約などを行うコールセンター業務委

託料、Ｗｅｂ予約システム委託料、事務所に配置するパソコン・プリンターや、停電時に対応す

るための冷凍冷蔵庫用蓄電池などの備品購入費など合わせて１，８６４万１，０００円を、保健

センター感染防止対策事業としてマスク、手指消毒液や感染症対策用ガウンセットなどの購入費

５８万５，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  商工費といたしまして、７３万３，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、観光案内所感染防止対策事業として、消毒用アルコールなどの購入費

２３万３，０００円を、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて海釣り公園の指定管理者が令

和２年４月から５月までの一部休業後の点検管理や環境整備への取組みに対する支援金５０万円

をそれぞれ計上いたしております。 

  消防費につきましては、避難所感染防止対策事業といたしましてパーテーション・テント、簡

易ベッド、敷きマットの購入費２３４万２，０００円を計上いたしております。 

  教育費といたしまして、２，２６０万６，０００円を計上いたしております。 

  主な内容といたしましては、小学校のＧＩＧＡスクール環境整備事業に８１２万１，０００円

を、中学校のＧＩＧＡスクール環境整備事業に４８５万７，０００円をそれぞれ計上いたしてお

ります。 

  いずれも児童生徒の家庭学習の際にパソコン端末の充電に必要なケーブル、ＩＣＴを活用した

オンライン授業などに対応するための大型提示装置、教員用のパソコン端末を保管するための充

電保管庫などの購入費を計上いたしております。 

  このほか、淡輪公民館などの社会教育施設や町民体育館、テニスコートなどの保健体育施設に

おきましても感染防止対策として消毒用アルコールや清掃用消耗品などの購入に必要な経費を計

上いたしております。 

  次に４ページをご参照願います。「第２表 繰越明許費」をご覧ください。 

  事業の進捗により、翌年度に繰越しが見込まれる事業につきましては、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業といたしまして、クーポン発送費相当額１４３万９，０００円を計上い

たしております。 

  続いて、５ページをご参照願います。 

  「第３表 債務負担行為補正」をご覧ください。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業として、令和３年度にわたる契約が発生することに伴う経費といたしまして、コールセンター

業務委託料、予防接種予約システム委託料などの相当額を計上するもので、期間を令和３年度、
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限度額として１，４８０万５，０００円を追加するものでございます。 

  以上が、本補正予算の内容でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

  和田議員。 

○和田勝弘議員 この専決については、今の説明、補足説明でいろいろ書いてくれているので、質

問といったらあれですけれども、確認の意味で聞きたいのですが、地方創生の中に出産のときの

助成金というのですか、あるので、もう少し１人でも人口を増やすためには、まあそういうこと

に力入れたらいいのではないかと思うので、この金額ではと思うのですが、１子、２子は５万円、

３子は１０万円となっていますが、今度、それについて当初予算で、今年はもう上がっていると

いうんですけど、幾ら上がるのか、答弁できたらしていただけますか。 

○奥野 学議長 総務部理事、寺田武司君。 

○寺田総務部理事 和田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  現在、専決処分であげさせていただいておりますのは、第１子、第２子が５万円、第３子以降

１０万円ということで、出産の件数が増えましたので、ここで増額をしております。 

  令和３年度につきましては、人口減少ということで若い世代を呼び込むための施策としまして、

第１子、第２子につきましては倍の１０万円、第３子以降につきましては現在１０万円の倍の２

０万円ということで今回上程しております。 

  申し訳ございません。 

  第１子、第２子が５万円から１０万円にしておりまして、第３子以降が１０万円を２０万円に

しております。すみません、訂正します。 

○奥野 学議長 和田議員、どうぞ。 

○和田勝弘議員 私もそのぐらいの価格にしていただいたらと希望があったので、本当にありがと

うございます。これからもよろしくお願いしておきます。 

○奥野 学議長 ほか、質疑ございませんか。 

  中原議員。 

○中原 晶議員 専決処分の提案ということで、本来であれば、議会に議案としてご提案をいただ

いて審査をさせていただきたかったところであるということは繰り返しこれまでも申し上げてき

ましたけれど、時間的ゆとりがなかったと、そのことについては私も今回については理解すると
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ころであります。 

  議会に審査をさせていただくという機会がありませんでしたので、この場でお尋ねいたします。 

  今回、第１次、第２次、第３次ということで、今年度の臨時交付金の金額がようやく明らかに

なったということで、総額としては１次から３次合わせて３億１，６１７万７，０００円と認識

をしておりますけれども、これを今年度中に使い切らないといけないということで、先ほどご説

明の中で余すことなく有効にということであろうというように理解をするものであります。 

  それで、一つ初めにお尋ねをするのは、これまで何回か補正予算という形で提案をされている

ものもありますので、今回のこの専決処分で全て使い切ることができると受け止めていいのかど

うか。 

  コロナ対策として様々な施策に取り組んでこられたことは評価しているところなのですが、予

定していた事業計画の予算と執行に乖離のある事業もあるように思っているのです。 

  その点をどのようにされるのか、今回の提案だけではよく分からない点がありますので、その

辺りについてお聞きをしたいということが１点目であります。 

  それから、今回は議案書の説明資料ということで丁寧な書面を頂いております。 

  幾つかお尋ねをいたしますが、健康ふれあいセンター費と、それから海釣り公園指定管理者支

援事業ということで、これは一時的に、また一部臨時休業をせざるを得なかった時期に、管理運

営を担っていただいている事業者の収入が減りますので、それに対する手当ということと、それ

から再開に当たって環境整備ということのようであります。 

  その点で気がかりになるのは、例えば健康ふれあいセンターについては指定管理料を毎年払っ

ているわけですけれども、その指定管理料と料金収入によって運営をしておられるわけで、今回

のそれぞれの施設におけるコロナの影響、減収の状況ですね。そのことと、それから、そのこと

に伴って気がかりになるのが雇用の維持の問題でありますけれども、その辺りはきちんと守られ

ているのか、その点について、この機会にお聞かせいただきたいと思います。 

  それからＧＩＧＡスクール環境整備事業に関わってお尋ねをしたいと思います。 

  整備を徐々に進めておられるということですけれども、今回、ＩＣＴを活用したオンライン授

業等に対応するための機械器具ということで、大型提示装置というものが小学校、中学校、それ

から幼稚園にも整備をされるというご予定のようであります。 

  それで、資料の中でそれぞれ、小学校は１８台、中学校が１５台、幼稚園は１台の購入という

説明がありますけれども、金額も示されておりますので、１台当たりの単価を計算したのですが、

それぞれ少しずつ違いがあるのです。その理由をお示しいただければと思います。 
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  それから、もう１点で終わりにしますが、インターネット環境を整える整備も今回予定されて

おりまして、青少年センター、文化センターについてはモバイルルーターという格好で対応する

と。 

  それから、淡輪公民館については無線ＬＡＮという形で対応するということで、利用する回線

の種類が違うだけといえばそうなのですが、これはなぜこういうように種類を分けたか、その当

たりについてもお聞きしておきたいと思います。 

○奥野 学議長 財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 まず、私から中原議員の第１点目の質問についてご答弁させていただきます。 

  コロナ関係の予算編成の基本的な考え方なんですけれども、これまで数次にわたり補正予算を

編成してまいりました。 

  特にコロナ禍の中で厳しい環境下に置かれている住民への支援を中心に、また、全ての住民の

方に行きわたるような支援という形で数次にわたり編成をしてきたところでございます。 

  議員お示しのとおり、岬町の交付金の上限額の合計が３億１，６１７万７，０００円というこ

とでございます。 

  今回、これで最終の上限額が示されたということで、財政としましては１円とも余すことなく

有効に活用したいということで編成をいたしました。 

  今回の補正予算につきましては、直接、住民への支援という大きな柱はございませんけれども、

有効活用するために、令和３年度に予算要求がありました各施設の感染症対策であったり、また

計画的に実施しておりますＧＩＧＡスクール構想に基づく令和３年度の予算を一部前倒しをして

この交付金を充当したものでございます。 

  それから、今回、執行状況と、交付限度額の状況を踏まえまして予算編成をしたところなんで

すけれども、議員お示ししたとおり、一部不用額が出ている事業もいくつかございます。 

  例えば、事業者支援金や、大阪府と共同で行いました休業要請支援金、また商品券の配付、学

校給食無償化事業などの不用額が見込まれておりますので、その辺りも勘案しまして今回交付金

を余すことなく活用するために編成したものでございます。 

○奥野 学議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 健康ふれあいセンターに関連してのご質問にお答えさせていただきます。 

  今回、コロナの関係で一部臨時休業されて収入が落ち込んでおります。 

  また、安全性の確保の取組みや施設再開後の円滑な運営ということで経費もかさんできている

と思います。 
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  その中で、今回の指定管理者支援事業で、その分、カバーできるのではないかと思っておりま

す。 

  また、健康ふれあいセンターで従事される方の雇用については、指定管理者の関連施設等で調

整していただき雇用止めということはないと聞いております。 

  また今回、特別定額給付金等の会計年度任用職員で１名を健康ふれあいセンターの従事者の方

を雇用した経緯もございます。 

○奥野 学議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 私からは海釣り公園の減収の状況と雇用の維持についての現状についてお

聞きしているところをご報告させていただきたいと思いますけれども、海釣り公園のほうは４月

から５月にかけて約１か月と今年に入って１月から２月にかけて約１か月休業をしております。 

  また、５月の休業が明けてからも入場制限をしておりまして、席数がある１５０人というのを

上限に、それ以上は入れない取組みも行っておられるとのことです。なお、減収についてはきち

んとした数字はまだ出ておりませんが、約二、三割減少する見込みじゃないかなと考えてござい

まして、海釣り公園のほうは、町から指定管理料をお支払いせずに、収入に対する割合で納付を

いただいているような形になっていますので、納付金についても少し落ちるのではないかなとい

う予測をしております。 

  雇用の維持につきましては、４月に減収したときも、従業員のことを考えて国の雇用調整助成

金などを活用してお支払いされております。 

  今回の１月から２月の休業についてもそれを活用してお支払いされると聞いております。指定

管理者では、従業員の確保という点でもご苦労なさっていただいていますので、そういう形で従

業員の生活を守るという形で対応していきたいというようにお聞きしております。 

○奥野 学議長 教育次長、澤 憲一君。 

○澤教育次長 ご質問にお答えさせていただきます。 

  単価の違いですけれども、小学校、中学校、幼稚園、それぞれ使用する教室の大きさとか人数、

設備が違いますので、使用する場所に合った装置を配置するということとしております。 

  続きまして、ＬＡＮ整備ですけれども、青少年センターにつきましては機械器具費で、公民館

につきましては整備工事となっております。 

  公民館につきましては２階に既に無線ＬＡＮが整備されておりますので、それを１階でも使え

るようにする工事費となっております。 

  青少年センターにつきましてはモバイルルーターを購入することになっておりますので、機械
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器具費ということになっております。 

○奥野 学議長 よろしいですか。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員 １点目にお答えをいただいた、今回の提案で１円も余すことなくということで、

その姿勢は妥当であると思うのですが、答弁の中でありましたように、予算と執行に乖離がある

事業があるわけで、私がよく分からないなと思っているのは、不用額が出るのでということはあ

りましたけれど、何を減額してとか、どれだけ不用額が出てとかいうようなことは現時点ではよ

く分からないわけなんですね。 

  それですから、言葉が適切か分かりませんけれど、余ったお金が出たと。それがどこに振り向

けられたのかというのがよく分からないと思っているのです。 

  先ほどの説明でいきますと、今回、提案されているものに振り向けられたというように理解し

ていいということなのかと思っているのですが、そういうことでいいのか。 

  うんうん言っておられるので、わざわざ答弁してもらわなくてももいいのかしら。 

  念のため、確認をさせていただきたいと思います。 

  というのは、多分ご理解されていると思いますけれど、私、これまでの議会でも事業者支援金

を拡充しないのかということを提案してきたわけですよ。 

  もともと事業者に支援しましょうということで予算を取っていたのでしょうと。 

  それが余るのだったら、さらに、例えば４月か５月と限定されているけれど、そこに限定する

必要ないのではないかと、対象を広げて、前年度と１か月だけでも別の、任意の月を比べて対象

を広げて受け取れる人を増やすとか、金額を増やすとか、そういういろんな拡充をして町内の事

業者を守るということに予算を使えるようにしていったらどうかということで提案していたわけ

で、その辺りへの対応はなされなかったのかと思っていまして、そういう思いがあって聞いてい

たのです。 

  念のためお答えいただきたいと思います。 

  それから、健康ふれあいセンター費と海釣り公園管理者支援事業についてお答えをいただきま

した。 

  健康ふれあいセンターについては減収は認められるであろうと思いますけれども、お答えの中

でカバーできるのではないかということをお聞きしました。 

  また、雇い止めをしない努力もなされているということのようで安心いたしましたし、適切に

ご努力いただいたと、事業者の姿勢にも感謝したいと思います。 
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  海釣り公園の支援については、雇用調整助成金の活用についても言及がありましたけれど、念

のため確認をいたします。 

  この機会に、雇い止めというようなことが発生していないのかどうか確認したいと思います。 

  それから、ＧＩＧＡスクール環境整備事業に関わっては、教室の広さであるとか、使うときの

児童生徒数の違いによるものだというようにお聞きしましたので、これ全く同じものではないと

いうことなのですね。 

  ここに書いてある、名前は大型提示装置ということしか書かれていませんけれど、設置する場

所によって違うので、それぞれ金額が違うということになるということが分かりました。 

  それで、最後にお答えいただいた青少年センター、文化センターにはモバイルルーター、淡輪

公民館は無線ＬＡＮの工事をするということで、淡輪公民館は事情が分かりました。 

  それで、私が聞いたのは、ほかのところは無線ＬＡＮなのに、青少年センターと文化センター

はどうして無線ＬＡＮの設備の工事をするということではなくて、モバイルルーターの導入なの

ですかと、それが聞きたかったところなのです。もう一度お答えいただければなと思います。 

○奥野 学議長 財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 私から、中原議員の１点目の質問についてご答弁させていただきます。 

  議員お示しのとおり、やはり事業費と執行状況に乖離が出ておりまして、それを埋めるべく予

算編成を行ったものでございます。今まだ年度中でございますので、事業費の確定を見据えた上

で、今後、必要な不用額調整と財源更正の補正予算を調製していきたいと考えております。 

  それと、事業者支援のお話がありましたけれども、これにつきましては、当初、我々が決定し

た後に、状況を踏まえまして９月の定例会の最終日に一定の条件を緩和した上で支援したいとい

うことで予算はそのままなんですけれども、枠組みを変更させていただいたところでございます。

その辺りの結果を踏まえて、また執行状況を見た上での今回の予算編成につながっておるところ

でございます。 

○奥野 学議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 海釣り公園のご質問の、従業員のことについてですけども、新型コロナウ

イルスの影響が出てきてから、特に指定管理者は従業員の生活と安全にすごく慎重に取り組んで

おられるお話をずっと聞いてきておりまして、そういった雇い止め等はないと承知しております。 

○奥野 学議長 教育次長、澤 憲一君。 

○澤教育次長 ご質問にお答えさせていただきます。 

  青少年センターにつきましては、既に図書システムの無線ＬＡＮが入っておりまして、それは
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図書システム専用のＬＡＮで、新たに無線ＬＡＮの工事をするとなると高額な費用がかかるため

に、できるだけ経費削減のためモバイルルーターで対応するということになっております。 

○奥野 学議長 中原 晶君。 

○中原 晶議員 ３回目なのでもうこれで終わらなければならないのですが、大変なことを聞き忘

れていたことに気がつきまして、ワクチン接種のことを聞き忘れておりましたので、お聞きしま

す。 

  まず、体制の問題で、今回の提案では、会計年度任用職員の報酬７５万１，０００円というの

が一つ、人件費ということだと思って見せていただいておりました。 

  これは今年度中、３月分のみと見ていいのかと思うのですが、念のため、今年度中、３月分の

みの１か月だけにかかる予算と考えていいのか。 

  それから、人数についても、これは４人ということでいいのか、念のため。 

  説明資料によると、そういうことかと思っているのですが、確認をさせてください。 

  それから、コールセンターの業務委託に関わって、先日行われた全員協議会では、コールセン

ターの体制３人というように説明を聞いたかと思いますけれども、この業務委託の中にその３人

という人数も入っていると、その方々に対する人件費も含めて業務委託だということでいいのか

お聞きしたいと思います。 

  それから、コールセンターについてはいつから実際の電話を受ける事業が始まっていくのかお

聞かせいただきたいと思います。 

  それから、超低温冷凍庫設置電気工事という内容の説明がありますけれども、設置するのに電

気工事が必要なのかどうかお尋ねしておきたいと思います。 

  かなりの低温を維持しなければならないワクチンしか今のところ提供されないことになってお

りますので、それに対応するものということですけれども、工事が必要なのか。 

  何か私、単純に、冷蔵庫のコンセントをぐさっと差したらそれで使えるのかなと思っていたの

ですけれど、そうではないのかなということをこれを見て考えていたわけです。 

  あのほかの電力を使用する機材とは別に電源を確保しなければならないと、既にほかの地域で

管理上の問題が発生してワクチンが使えなくなってしまったということが報道で発表されており

ますけれども、そういうことのないように対応する工事なのかと思って見せていただいておりま

して、この電気工事等という中身についてもお聞きしておきたいと思います。 

○奥野 学議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 新型コロナウイルスワクチン設置体制確保事業のご質問にお答えさせて
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いただきます。 

  まず、会計年度任用職員の費用につきましては、令和２年度ということで２年度末までの雇用

ということでございます。 

  今のところ会計年度任用職員の雇用につきましては、当初、３月下旬頃を目ざし準備を進めて

いかないといけないということで予算措置を講じたところですが、接種を開始する時期がどんど

んずれ込んできまして、今のところ、会計年度任用職員につきましては一般事務を３人要求して

いましたが、実際のところ専門職員としての看護師の雇用も含めて今考えているところです。 

  コールセンター業務委託料につきましては、コールセンターの回線３回線を用意していますの

で、その要員で従事する者と、あと統括する者１人合計４人で対応することで、委託業者と今調

整をしているところでございます。 

  また、コールセンター業務の開始時期は、実際に接種券を送付した段階に合わせてコールセン

ターの開始を考えております。 

  今のところ、４月に入ってすぐに開始する予定ですが、なかなかワクチンの供給量がまだ確か

な数字が示されていませんので、今のところ４月上旬にはコールセンターを開始したいと考えて

います。 

  あと、保健センターの電気工事ですが、今、議員言われますように、コンセントを差してその

まま動けばいいんですが、ほかの電気機器と競合して容量を超えてブレーカーが落ちるようなこ

とがないように、超低温冷凍庫用の専用の電源を確保するための工事です。 

  それによってブレーカーが落ちるような事故のないようにするための工事としております。 

○奥野 学議長 ほかに質疑ございませんか。 

  松尾 匡君。 

○松尾 匡議員 私からも健康ふれあいセンター費と、あと観光費についてお伺いをします。 

  先ほど来からも質疑があった中身でもう少しお聞きしたいところなんですが、まず１点は、こ

の健康ふれあいセンターの指定管理者に支払う、例えば応援奨励金だったりとか休業協力金、そ

して増加支援金という名目で２５０万円ということで上がっていますが、こちらの支給を決める

前に、例えばこの指定管理者が、昨年、国とか府が行っていた様々な支援金があったと思います。 

  また、岬町も独自の支援の施策があったと思いますが、そういったものも使われていたのかど

うかというのをお聞かせいただければなと思います。 

  そして、この２５０万円を支給する。これは健康ふれあいセンターに限ってですけれど、２５

０万円、そして、一方の海釣り公園には５０万円ということで支給をされていますが、これを支
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給する前に、例えば事業者から書面等での要望があったのかどうかというのもお聞かせください。 

  まずはそれを聞かせてください。 

○奥野 学議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 質問にお答えをさせていただきます。 

  健康ふれあいセンターについてですが、大阪府、国、町独自での事業者支援の制度の申請はし

ていないということでございます。 

  今回、健康ふれあいセンターの運営状況につきましては、毎月月例の会議を開催しまして、そ

の都度収入の減収状況とか、あと、今後、再開に向けての運営状況、そういったものを会議の中

で聞かせていただきながら、どの程度影響があったのかというのはその中でお聞きをして、今回

の指定管理者支援事業の参考にさせていただいたところでございますので、特に文書での要望等

の提出はございませんでした。 

○奥野 学議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 同様に海釣り公園の状況についてですが、ちょうど４月休業を決められる

頃は、その前年度の収入に対する納付金を納めてもらう時期でもありました。 

  そこで、その納付金については翌年度に分けて分割して納めるようにというご要望をいただい

たのと、収入が減収することについても何らかの対応をしていただけないかというご要望をいた

だいております。 

  それは先ほどと同じで、お会いして協議していく中でそういうお話をいただいておりまして、

さきの納付金については一定分割での納付ということで３回に分けて納めてもらうことになって、

今、既に納付済みとなってます。また、収入減収分については、取りあえずは収入に対する割合

で納付金を頂いていますので、減収となれば納付金も落ちるということで、そこはその時点では

ご辛抱いただいたところでございます。 

  今回は、その感染予防対策のための物品をそろえるのに必要な経費として５０万円ということ

で経常させていただいたものでございます。 

○奥野 学議長 松尾 匡君。 

○松尾 匡議員 分かりました。海釣り公園は理解をいたしました。 

  健康ふれあいセンターなんですが、今回２５０万円の支援をするということですが、先ほど答

弁ありましたが、毎月の会議の中で運営状況というのを見ていっているというようなことを言わ

れましたが、そう中で例えば、これは休まれたのが２か月分ですよね、休業ということですが。 

  この２５０万円で、先ほど中原議員のときに答えられたのかもしれませんが、２５０万円で十
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分なのかというところと、あと、減収が２５０万円以上あったのか、なかったのかというところ

を、もし言えるのであればお聞かせいただければなと思います。 

○奥野 学議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 お答えさせていただきます。 

  実際にどの程度収入が減少したかというのは、まだ年間通しての数字は把握していません。一

定の見込みも含めまして、指定管理者と月例会議の中でお話を聞かせていただく限り、おおむね

この金額で賄われるのではないかと思われます。 

○奥野 学議長 よろしいですか。ほか、ございませんか。 

  竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 今回の専決処分について議案書なり説明資料を見せていただきますと、やはり緊

急性がかなり高いものであったということをまずもって理解させていただきました。 

  その中で私が質問させていただきたいのは、やはり世間で一番の話題になっていますコロナワ

クチン接種についてでございます。 

  いろいろな報道がある中、やはり限られた数を日本全国、あらゆる自治体に配っている、それ

を受ける立場として岬町はいろいろ用意していただいておりますが、先ほど中原議員からも質問

ございまして、コールセンター設置、接種券が届く４月初め頃かなという答弁ありましたが、併

せましてインターネットの予約というのも聞いておりました。これも同じ時期でいいのかという

のが１点です。 

  そして、その接種券というのを発送する、その時期。先ほど答弁いただいておりましたが、岬

だより等を見ていても、今後、進めていくというようになっていると思うのですが、隣のまちの

阪南市の市報を見ますと、３月下旬から随時発送すると記載されておりまして、何とそこには、

阪南市の場合はコールセンターの電話番号まで載っているんですね。何と早いことよと。 

  自治体間でこれだけ差があるのかなと思われますが、その点、やはり隣町と負けないようにし

ていただきたいなと思う観点からそういう質問になっております。 

  そして、接種券の配付方法について、コールセンターを設置するにしても、高齢者、先日お聞

きしましたら約６，０００人弱岬町にはおられるという中で、６，０００人に一度に送ってしま

うとコールセンターというのがパンクするのは見え見えですし、順番をもって発送すると、また

そこに差が出てくるのかなと思っているので、その辺をどう考えられているのか、現時点で分か

る範囲でいいので教えていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 
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○奥野 学議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 お答えさせていただきます。 

  まず、コールセンターの業務開始時期につきましては、接種券の発送に合わせてコールセンタ

ーの開始をしたいと考えているということで、先ほどの中原議員の質問にお答えをさせていただ

いたところでございます。 

  コールセンターは、住民からの問合せと併せて、接種に係る予約も電話受け付けさせていただ

く予定をしておりまして、あと予約につきましてはインターネットでの予約システムの導入につ

いて今検討しているところでございます。 

  また、接種券につきましては、接種券と併せてお知らせの中でインターネットの予約方法、コ

ールセンターの電話番号等の表記も今進めておりまして、実際に接種が始まる時期を見据えた上

での発送になるかと思います。 

  国から本格的に全国の市町村にワクチンが供給される時期については、４月２６日の週に本格

的に供給されると聞いております。 

  数については一箱ということで、瓶にして１９５本、９７５人分のワクチンが供給されるとい

う予定になっておりますので、その時期から本格的に始められるのではないかということを見定

めた上で、発送時期は４月上旬にしたいと考えております。 

  今まで泉佐野市以南の３市３町で足並みをそろえて接種券の発送も考えておりましたが、それ

ぞれ国からの情報がない中で模索をしながら準備は進めておりまして、阪南市は少し早めにされ

るというのは、そういうことではないかと思っております。 

  接種券の発送ですが、まずは高齢者の６５歳以上の方から接種が始まるということで、まずは

４月の上旬には６５歳以上の方を対象に発送させていただいて、一般の方が接種される時期を見

定めて、追加で接種券の発送をしたいと今は考えております。 

○奥野 学議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 町の考えで進められる事業でもないと理解させていただきまして、詳しい本数ま

で聞いておりましたら、１９５本、９７５回分ということで、ファイザー製でしたら１人２回打

たないといけないので、人数的に言ったら半分になるのかな。約５００人ぐらいの１箱が来ると。

その１箱が終わったら、次の便でまた来るというようになってくると思うんですけど。 

  お聞きしたかったのは、６５歳以上の方に一斉に接種券を出すのかどうかというのをお聞きし

たかったのですが、決まってなかったら決まってないと言っていただいたら全然結構なので、こ

れで議論をまた厚生委員会でさせてもらったらよかったんですけど、１０日まであと数日ありま
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すので、今回、コールセンターということなので聞かせていただこうと思います。ご答弁、よろ

しくお願いします。 

○奥野 学議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 お答えをさせていただきます。 

  接種券の発送につきましては、６５歳以上の方一斉に発送する予定をしております。 

○奥野 学議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 恐らく混乱するのではないかと思われておりますので、住民としてはきめ細かい

情報というのを聞いたら、後でもいいかという人もありますし、もうすぐに打ってくれという人

もあるだろうし、その辺、あの一度に出すのではなくていろいろなところで順番があるんですと

いうことを周知していただければと、このように思いますので、よろしくお願いします。 

○奥野 学議長 ほかに質疑ございませんか。 

  谷﨑整史君。 

○谷﨑整史議員 昨日の一般質問でも申し上げましたが、昨年度、持続化給付金の町の独自施策と

しまして六千数百万円予算を立てて、実際の執行は一千万円弱であったと伺っております。 

  今回の令和２年当該年度の新たな補正予算を見ますと、既に国で対策されております時短に伴

う影響の波及により５０％以上の売上げ減の事業者には国の補償がありますが、国に対する町の

独自の補填策が盛り込まれておらず、施策として脈絡一貫性が欠けるのじゃないかなと考えてお

ります。 

  今後、予算の執行状況を見まして、そういう面もご配慮いただけるようにお願いを申し上げて

おきます。 

○奥野 学議長 答弁は要らないんですね、要望ですね。 

  ほかございませんね。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

  どちらですか。 

○中原 晶議員 賛成です。 

○奥野 学議長 反対の方はおられませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 中原議員、賛成討論どうぞ。 
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○中原 晶議員 議案第１号、専決処分の承認について（令和２年度岬町一般会計補正予算（第９

次））の提案に対して意見を述べて賛成したいと思います。 

  先ほど来、いろいろ質問をさせていただきお聞かせをいただきました。 

  まずは、国から交付される地方創生臨時交付金を１円も余すことなく有効に使いたいというこ

とで、編成作業には時間のこともありまして大変苦慮されたこととお察しいたしますが、有効に

住民の皆さんのために、また環境整備のために使おうということで努力されてきたことと思いま

す。 

  今回の提案は、住民の皆さんや一部の事業者の方については直接支援に代わるものはありまし

たけれども、全体としては直接支援ということではない提案となっておりますので、そのことに

ついては残念でありますが、環境整備に重点を置かれたことについても同時に理解をするもので

あります。 

  先ほど質問の中でも申し上げましたが、事業者支援金のさらなる拡充の問題について意見をお

伝えしたいと思います。 

  今回の提案の原資と言いますか、予算については、その多くは事業者支援金の不用額の金額を

ほかの事業に振り向けたというように私は、金額上そのようになるのじゃないかなと見せていた

だいておりました。 

  先ほど答弁であったとおり、これまでも拡充が図られたことも承知をしておりますし、また運

用の面でも今年度末ぎりぎりまで受付をされておりまして、１件でも対象になるなら支援をした

いという岬町の姿勢については高く評価をするところであります。 

  けれども、事業者の実態は深刻でありまして、さらに支援が必要なことは先日の一般質問でも

共通の認識となったところであります。 

  今回、不用額を有効に活用しようということについては理解をするものでありますが、事業者

への支援、そして住民の皆さんへの直接支援については、今後、さらに拡充されるように求めて

おきたいと思います。 

  今回ご提案の環境整備やワクチン接種の準備事業などご苦労されるところと思いますけれども、

着実に進めていただきますように要望を申し上げて承認に賛同したいと思います。 

○奥野 学議長 続いて、賛成討論の方、おられますか。 

  松尾 匡君。 

○松尾 匡議員 私も賛成の立場で申し上げたいと思います。 

  今、コロナ禍である中、直接的に支援をしないといけないところには十分な措置なのかなとい
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うようには認めております。 

  また、ＧＩＧＡスクール構想のさらなる推進、そして役場とか、あと分庁にしても廃止、移管

を進めていくという予定は高く評価をしております。 

  私も一般質問やそのほかでもＩＣＴ化というのは必ず必要になってくるものと、従来から申し

上げているとおりでありますので、これについては何ら反対するものではありません。 

  しかし、一方で意見として申し上げたいのは、今までもそうですけど、これからも、こういっ

た議案を挙げていただくときの根拠をもう少ししっかりとお示ししていただきたいなというのを

要望しておきたいと思います。 

  私、先ほど健康ふれあいセンターだったり、海釣り公園の協力金というのが挙がってきている

中で、例えばこの金額が妥当なのかどうかという指標というものをもう少しお示しいただきたい

というのが率直な意見ですね、気持ちというか、そう思っております。 

  というのが、我々精査するべき、議員が根拠となるものというのをしっかりお示しいただかな

いと、それがいいのか悪いのかというのがはっきり意思表示もできない部分になってきます。 

  今回はコロナ禍でみんな大変な思いをされているということで、そういう部分で理解をしてお

りますが、今後、こういった議案を出されるときに、例えば、私も聞きましたけれども、この２

５０万円で足りるかどうかという根拠、例えば国や府の支援金であれば、前年度の対象月と比べ

て５０％減だったら申請できますよという基準があるわけですよね。 

  だけど、今回でいうと、恐らくこの事業者は国や府に申請をされていないということであれば、

恐らく５０％になってなかったのかなというようなことは推測できるんですけれども、じゃ、

何％減になったのかというのはやはりお示ししていただかないと、我々も判断できないんですよ

ね。 

  ということで、今後、そういう根拠というのをしっかりと示していただきたいということを強

く要望しまして賛成討論とさせていただきます。 

○奥野 学議長 続いて、賛成討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 これで討論を終わります。 

  これより、議案第１号「専決処分の承認について（令和２年度岬町一般会計補正予算（第９

次））」を起立により採決します。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 
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○奥野 学議長  満場一致であります。よって、議案第１号は原案のとおり承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第３、議案第２号「令和２年度岬町一般会計補正予算（第１０次）につい

て」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。   

  財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 日程第３、議案第２号「令和２年度岬町一般会計補正予算（第１０次）につ

いて」をご説明いたします。 

  今般の補正予算につきましては、決算見込みや事業費の確定を踏まえた予算額の調整に加えま

して、国の交付金を財源に実施する小学校トイレ改修事業費、自己都合退職者に伴う退職手当の

計上、コロナ禍で事業を来年度に繰り越した広域サイクルツーリズム事業などの繰越明許費の設

定、債務負担行為の変更、地方債の追加などを中心に編成をいたしております。 

  それでは、予算書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８５３万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９４億９，６２４万１，０００円とするものでございます。 

  ２ページの「第１表 歳入歳出予算補正」をご覧ください。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。なお、詳細につきましては１０ページから１

５ページに記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  国庫支出金といたしまして２，７９０万円を計上いたしております。 

  主な内容といたしましては、障害のある方の共同生活援助や就労支援などの障害福祉サービス

費の増加に伴う障害者自立支援給付費負担金１，０６７万６，０００円を、国の令和２年度第３

次補正予算を受けて淡輪小学校と深日小学校のいずれも普通教室棟２階トイレの改修を行うため

の学校施設環境改善交付金９５９万５，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  府支出金につきましては、国庫支出金と同様に、障害者自立支援給付費負担金５３３万８，０

００円を増額計上する一方、既に予算計上いたしております多奈川地区多目的公園災害復旧費負

担金につきましては、法面観測において法面の変動を観測する降雨がなく、国の災害査定に必要

なデータを得ることができなかったことから、令和３年度に設計業務を先送りすることに伴い１，

５９６万７，０００円を減額計上するものでございます。 

  寄附金につきましては、団体からの小学校への指定寄附金５万円を計上いたしております。 
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  繰入金につきましては、１，４０５万６，０００円を計上いたしております。 

  主な内容といたしましては、本補正予算編成に伴う必要な財源といたしまして、財政調整基金

繰入金１，９４０万７，０００円を、深日小学校トイレ改修事業に充当するための深日財産区特

別会計繰入金９４５万２，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  諸収入につきましては、２，２８３万５，０００円を減額計上いたしております。内容といた

しましては、令和２年度に予定いたしておりました深日・洲本港間の航路の運航を行う広域サイ

クルツーリズム事業が新型コロナウイルス感染拡大の影響により運航が中止になったことに伴う

海上サイクルルート利用料１，３７４万４，０００円を、広域サイクルツーリズム事業負担金９

０９万１，０００円をそれぞれ減額計上するものでございます。 

  町債といたしましては、淡輪小学校トイレ改修事業に充当するための小学校整備事業債９４０

万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては１６ページ以降に記載しておりますの

で、併せてご参照願います。 

  総務費といたしまして６６４万９，０００円を減額計上いたしております。主な内容といたし

ましては、職員の自己都合退職の申出、育休代替任期付職員の任期満了に伴う退職手当５９３万

１，０００円を増額計上する一方、住民情報システムリース料につきましては、入札の状況によ

り新システムへの移行が翌年度にずれ込んだことに伴い、１，１２６万円を減額計上するもので

ございます。 

  民生費といたしまして、２，６０８万３，０００円を計上いたしております。主な内容といた

しましては、共同生活援助や就労支援の増加など、障害福祉サービスの利用状況を踏まえ、給付

費合計で２，１３５万３，０００円を、障害児通所支援サービスの利用状況を踏まえ、障害児通

所支援給付費２３７万２，０００円をそれぞれ計上するものでございます。 

  商工費といたしまして、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度に予定いたし

ておりました深日港活性化イベントが中止になったことに伴う実行委員会補助金５５０万円を減

額計上いたしております。 

  教育費につきましては２，８５５万円を計上いたしております。主な内容といたしましては、

淡輪小学校と深日小学校のいずれも普通教室棟２階トイレの改修事業に伴う設計業務委託料と工

事監理業務委託料の合計２５０万円を、小学校トイレ改修工事２，６００万円をそれぞれ計上い

たしております。 
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  災害復旧費につきましては、既に予算計上いたしております多奈川地区多目的公園法面災害復

旧工事設計業務委託料について法面観測において法面の変動を観測する降雨がなく、国の災害査

定に必要なデータを得ることができなかったことから令和３年度に先送りすることに伴い、２，

３９５万円を減額計上するものでございます。 

  次に、４ページをご参照願います。「第２表 繰越明許費」をご覧ください。 

  事業の進捗により翌年度に繰越しが見込まれる事業といたしまして、総合計画等策定事業（都

市計画マスタープラン及びみどりの基本計画）ほか５事業を計上いたしております。 

  なお繰越上限額につきましてはご覧のとおりとなっております。 

  次に５ページをご参照願います。「第３表 債務負担行為補正」をご覧ください。 

  多奈川地区多目的公園法面災害復旧事業につきましては、令和２年度の法面観測において法面

の変動を観測する降雨がなかったことから観測を継続し、対策工事の設計を翌年度に先送りする

ために変更するものでございます。 

  なお、期間及び限度額につきましてはご覧のとおりとなっております。 

  続きまして、６ページをご覧ください。「第４表 地方債補正」をご覧ください。 

  淡輪小学校トイレ改修事業に伴い、小学校整備事業を追加するものでございます。 

  なお、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法などにつきましてはご覧のとおりとなってお

ります。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  なお、本件は総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よろしく

ご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第２号、令和２年度岬町一般会計補正予算（第１０次）について、会議規則第

３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 
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  よって、議案第２号は、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第４、議案第３「令和２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

次)について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第４、議案第３号、令和２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１次)についてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、後期高齢者医療被保険者に対しての保険料還付金について編成い

たしております。議案書の１ページをご覧ください。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３億２，０７２万３，０００円とするものでございます。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページの第１表、歳入歳出予算補正をご覧ください。なお、詳細につきましては７ページ、

８ページに記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  繰越金といたしまして３３万１，０００円を増額計上いたしております。 

  続きまして、歳出予算の概要についてご説明いたします。３ページをご覧ください。なお、詳

細につきましては９ページ、１０ページに記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  諸支出金、償還金及び還付加算金につきまして３３万１，０００円を増額計上いたしておりま

す。 

  内容といたしましては、後期高齢者医療被保険者の保険料過払いに対する還付金でございます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決

賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第３号、令和２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１次）について



 

28 

は、会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第５、議案第４号「令和２年度岬町介護保険特別会計補正予算（第４次)に

ついて）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第５、議案第４号、令和２年度岬町介護保険特別会計補正予算（第

４次)についてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、介護給付費の増加に伴い必要となる保険給付費について編成いた

しております。 

  議案書の１ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，１９２万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億５，８４２万２，０００円とするもの

でございます。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページの第１表、歳入歳出予算補正をご覧ください。なお、詳細につきましては７ページか

ら１０ページに記載しておりますので併せてご参照願います。 

  まず保険料、介護保険料につきましては、第１号被保険者保険料といたしまして２６９万円を

増額計上いたしております。内容といたしましては、介護給付費の増加に伴い計上いたしており

ます。 

  次に、国庫支出金、国庫負担金といたしまして２３８万４，０００円を増額計上いたしており

ます。内容といたしましては、介護給付費の増加に伴い介護給付費負担金を計上いたしておりま

す。 

  次に、国庫補助金といたしまして６４万８，０００円を増額計上いたしております。内容とい

たしましては、介護給付費の増加に伴い調整交付金を計上いたしております。 

  次に、支払基金交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金から交付される第２号被保

険者保険料としまして、３２１万８，０００円を増額計上いたしております。内容といたしまし
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ては、介護給付費の増加に伴い介護給付費交付金を計上いたしております。 

  次に、府支出金、府負担金といたしまして１４９万円を増額計上いたしております。内容とい

たしましては介護給付費の増加に伴い介護給付費負担金を計上いたしております。 

  次に繰入金、一般会計繰入金といたしまして１４９万円を増額計上いたしております。内容と

いたしましては介護給付費の増加に伴い介護給付費繰入金の増額を計上いたしております。 

  なお、これら歳入予算につきましては、歳出予算において計上いたしております保険給付費を

介護保険制度に基づく負担割合に応じて算定し、計上しているものでございます。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。３ページをご覧ください。なお、詳細

につきましては１１ページ、１２ページに記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  保険給付費介護サービス等諸費につきましては、地域密着型介護サービス給付費の増額に伴い

６９３万円を増額計上いたしております。 

  次に、高額介護サービス等費につきましては、高額介護サービス費の増額に伴い３００万円を

増額計上いたしております。 

  次に、特定入所者介護サービス等費につきましては、特定入所者介護サービス費の増額に伴い

１９９万円を増額計上いたしております。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第４号、令和２年度岬町介護保険特別会計補正予算（第４次）については、会

議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○奥野 学議長 日程第６、議案第５号「令和２年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第３次)

について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第６、議案第５号、令和２年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第３次）に

つきましてご説明をいたします。 

  予算書の１ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４５万２，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，３１１万２，０００円とするもので

ございます。 

  歳入予算につきましてご説明いたします。 

  ２ページの第１表、歳入歳出予算補正をご覧ください。なお、詳細につきましては７ページ、

８ページに記載しておりますので併せてご参照願います。 

  本補正予算の編成に必要な財源といたしまして、繰入金、基金繰入金として深日地区財産区基

金繰入金９４５万２，０００円を計上いたしております。 

  次に歳出予算につきましてご説明いたします。 

  ３ページをご覧ください。なお、詳細につきましては９ページ、１０ページに記載しておりま

すので、併せてご参照願います。 

  諸支出金繰出金として、一般会計繰出金９４５万２，０００円を計上いたしております。内容

といたしましては、一般会計で実施します深日小学校トイレ改修事業の財源として繰り出すもの

でございます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第５号、令和２年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第３次）については、

会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご異議ござ
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いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号については、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

  お諮りします。 

  暫時休憩しますか、続行しますか。 

（「続行」の声あり） 

○奥野 学議長 では、続行いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第７、議案第６号「令和３年度岬町一般会計予算について」から日程第１０

号、議案第１４号「令和３年度岬町多奈川財産区特別会計予算について」までの９件を一括議題

とします。 

  それでは、令和３年度当初予算に関する説明及び日程第７、議案第６号「令和３年度岬町一般

会計予算について」から日程第１５、議案第１４号「令和３年度岬町多奈川財産区特別会計予算

について」までの９件について説明を求めます。 

  副町長、中口守可君。 

○中口副町長 貴重な時間をいただき説明させていただきます。 

  なお、１０分ほど超過するかも分かりませんけども、よろしくお願いいたします。 

  「令和３年度当初予算に関する説明」及び日程第７、議案第６号「令和３年度岬町一般会計予

算について」から、日程第１５、議案第１４号「令和３年度岬町多奈川財産区特別会計予算につ

いて」までの９件の提案説明をさせていただきます。 

  初日の町長からの令和３年度町政運営方針を受けまして、私からは、令和３年度の本町の当初

予算につきまして会計ごとに説明させていただきます。 

  今般の説明につきましては、新型コロナウイルス感染症防止対策といたしまして、時間短縮に

努めてまいりたいと考えております。 

  要点を絞って説明をさせていただきたいと思いますので、ご理解いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

  予算書とともに配付させていただいております「令和３年度岬町当初予算（案）説明資料」に

沿って概要を説明させていただきます。 

  資料の１ページ、左側の「Ｉ、各会計の予算総額」をご覧ください。 
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  初めに、一般会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額といたしまして７４億２，５００万円を計上いたしており、対前年度比の０．３％の

増となっております。 

  次に、１ページ右側の「Ⅱ、一般会計の概要」をご覧ください。 

  歳入歳出予算について、対前年度増減額が大きいものを中心に概要を説明させていただきます。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  町税といたしましては、新型コロナウイルス感染症に伴う令和２年度徴収猶予に係る翌年度納

付が見込まれるものの固定資産税が超過課税の解消、町民税の法人税割が税制改正に伴う税率の

変更などにより対前年度５，０４６万４，０００円減額の２０億２，６３１万３，０００円を計

上いたしております。 

  地方交付税といたしまして、国の令和３年度地方財政計画の伸びなどを踏まえて、対前年度２

億９００万円増額の２２億６，５００万円を計上いたしております。 

  国庫支出金につきまして、町道西畑線整備事業費などの道路整備等に係る社会資本整備総合交

付金の減少などにより、対前年度９，６０２万円減額の７億５０４万２，０００円を計上いたし

ております。 

  繰入金といたしまして、対前年度２，４７７万５，０００円減額の３億６，３３３万４，００

０円を計上いたしております。 

  主な内容といたしましては、当初予算で必要な財源を措置するための財政調整基金繰入金１億

５，０００万円を、岬ゆめ・みらい基金繰入金１億５，３１５万９，０００円を、各財産区特別

会計からの繰入金を合計で３，１２７万１，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  町債につきましては、国の令和３年度地方財政計画の伸びにより臨時財政対策債が増加した一

方、防災行政無線再整備事業が令和２年度で終了したことなどにより、対前年度４，６１０万円

減額の５億６，３９０万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  総務費につきましては、衆議院議員選挙費や町長選挙費にかかる執行経費などが増加したもの

の、防災行政無線再整備事業が令和２年度に終了したことなどにより、対前年度２億２，３９２

万円減額の９億４，４７１万円を計上いたしております。 

  新規施策といたしましては、行政手続の電子化を進め、各種申請等についてインターネットを

利用して行うことができる環境を整備します。 

  拡充施策といたしましては、出産祝金を増額するとともに、新婚世帯への住居費用などの支援
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策の要件を緩和し、支援金を増額いたします。 

  民生費につきましては、児童手当が減少したものの、障害のある方への支援を行う障害福祉サ

ービス費の増加などにより、対前年度５，０１７万１，０００円増額の２５億７，９０４万７，

０００円を計上いたしております。 

  新規施策といたしましては、老朽化した各保育所の不良箇所を改修し、保育環境の改善を図り

ます。 

  また、町立幼稚園だけでなく、私立幼稚園等の給食費の無償化を引き続き進めてまいります。 

  土木費につきましては、橋りょう整備事業費が増加したものの、町道西畑線整備事業費の減少

などにより、対前年度８，８１８万１，０００円減額の１０億２，７６７万円を計上いたしてお

ります。 

  新規施策といたしまして、町道岬海岸番川線の老朽化した車両防護柵の整備に着手いたします。 

  また、住宅マスタープランや町営住宅等長寿命化計画を策定することで、住宅行政の基本的な

考え方を示すとともに、施設の長期的な活用につなげてまいります。 

  教育費につきましては、共同調理場整備事業費の増加などにより、対前年度６，０９４万９，

０００円増額の５億３，９４３万２，０００円を計上いたしております。 

  新規施策といたしましては、小中学校のＧＩＧＡスクール事業を推進するため、ＩＣＴ機器の

活用サポートを行う支援員を配置いたします。 

  また、学校給食センターと中学校給食調理場の統合に対応するための設備の更新を行い、２学

期からの統合を目指してまいります。 

  公債費につきましては、地方債元金償還金の増加により対前年度１億８，９３８万５，０００

円増額の８億９，０５８万５，０００円を計上いたしております。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、令和２年度に実施した地方税の徴収猶予に伴う特

例債の発行により、元金償還金が増加したものでございます。 

  以上が、一般会計予算でございます。 

  続きまして、特別会計につきまして説明させていただきます。 

  資料の１ページ、左側の「Ｉ．各会計の予算総額」及び１４ページ以降の「Ⅸ．特別会計予算

の概要」をご覧ください。 

  国民健康保険特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額として、歳入歳出それぞれ２５億３，１１５万５，０００円を計上いたしており、対

前年度比１１．２％の減となっております。 
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  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  国民健康保険料につきましては、一般被保険者国民健康保険料の増加などにより、対前年度２，

３９８万４，０００円増額の５億３，９９２万３，０００円を計上いたしております。 

  府支出金につきましては、保険給付費等交付金の減少などにより対前年度３億３，４１２万６，

０００円減額の１８億１，３６１万３，０００円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、保険基盤安定にかかる一般会計繰入金の減少などにより対前年度９９

９万１，０００円減額の１億７，６４３万４，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  総務費につきましては一般管理費の増加などにより、対前年度５４９万２，０００円増額の４，

３２３万１，０００円を計上いたしております。 

  保険給付費につきましては、一般被保険者療養費の減少などにより、対前年度３億２，９９５

万４，０００円減額の１７億７，７１２万２，０００円を計上いたしております。 

  以上が国民健康保険特別会計予算でございます。 

  続きまして、後期高齢者医療特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額としては、歳入歳出それぞれ３億２，７９０万９，０００円を計上いたしており、対

前年度比２．３％の増となっております。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収保険料の増加などにより、対前年度８２４万

３，０００円増額の２億５，２２３万８，０００円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、保険基盤安定に係る一般会計繰入金の増加などにより、対前年度１３

６万４，０００円増額の７，５６６万８，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  総務費につきましては一般管理費の減少などにより、対前年度２１１万２，０００円減額の４

６４万５，０００円を計上いたしております。 

  後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、後期高齢者医療保険料納付金の増加などによ

り、対前年度９６２万９，０００円増額の３億２，２８６万４，０００円を計上いたしておりま

す。 

  以上が、後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

  続きまして、下水道事業特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額としては歳入歳出それぞれ６億７，３５３万３，０００円を計上いたしており、対前
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年度比４．３％増となっております。 

  なお、下水道事業借換債といたしまして、令和３年度予算では４，８６０万円を、令和２年度

予算では３，８５６万円を歳入歳出予算にそれぞれ計上いたしておりますので、借換債を除く実

質的な対前年度比は２．９％増となっております。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。町債につきましては、資本費平準化債の増

加などにより、対前年度２，８３４万円増額の２億１，７００万円を計上いたしております。 

  なお、借換債を除く対前年度は１，８３０万円の増額となっております。 

  国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金といたしまして、対前年度５２５万円増

額の２，１３１万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  総務費につきましては、一般管理費の増加などにより対前年度１，２０２万７，０００円増額

の５，２５９万７，０００円を計上いたしております。 

  事業費につきましては、公共下水道事業費の増加などにより対前年度１，１１４万３，０００

円増額の１億５，９０１万２，０００円を計上いたしております。 

  事業費の内訳といたしましては、流域下水道事業費７，５７３万５，０００円、公共下水道事

業費８，３２７万７，０００円となっております。 

  以上が、下水道事業特別会計予算でございます。 

  続いて、漁業集落排水事業特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額として歳入歳出それぞれ１，４８７万１，０００円を計上いたしており、対前年度比

３．５％の増となっております。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  繰入金につきましては、一般会計繰入金といたしまして対前年度２８万２，０００円増額の１，

３２０万４，０００円を計上いたしております。 

  使用料及び手数料につきましては、排水処理施設使用料といたしまして、対前年度１２万５，

０００円増額の１５６万７，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。 

  総務費につきましては一般管理費といたしまして、対前年度５０万７，０００円増額の４３２

万５，０００円を計上いたしております。 

  以上が、漁業集落排水事業特別会計予算でございます。 

  続いて、介護保険特別会計予算につきましてご説明いたします。 
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  予算総額として歳入歳出それぞれ２０億１，２５４万９，０００円を計上いたしており、対前

年度比１．３％の増となっております。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  保険料につきましては、第１号被保険者保険料といたしまして対前年度３，１１６万５，００

０円減額の３億２，９１３万５，０００円を計上いたしております。 

  国庫支出金につきましては、調整交付金の増加などにより対前年度２，１７０万２，０００円

増額の４億９，１３１万６，０００円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、対前年度２，５４９万２，０００円増額の３億９，０４１万９，００

０円を計上いたしております。 

  繰入金の内訳といたしましては、一般会計繰入金３億３，２６１万８，０００円、介護給付費

準備基金繰入金５，７８０万１，０００円となっております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  総務費につきましては、一般管理費の増加などにより対前年度９０１万円増額の９，６９２万

８，０００円を計上いたしております。 

  保険給付費につきましては、居宅介護サービス給付費の増加などにより、対前年度２，８２１

万円増額の１７億６，７１７万円を計上いたしております。 

  地域支援事業につきましては、認知症総合支援事業費の減少などにより、対前年度１，１１３

万６，０００円減額の１億４，５６３万５，０００円を計上いたしております。 

  以上が、介護保険特別会計予算でございます。 

  続いて、淡輪財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額として、歳入歳出それぞれ９７３万９，０００円を計上いたしており、対前年度比２

１％の増となっております。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  財産収入につきましては、松茸採取権売払収入の減少などにより、対前年度１８万９，０００

円減額の１８５万５，０００円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、淡輪地区財産区基金繰入金及び一般会計繰入金といたしまして、対前

年度１８８万円増額の７８８万２，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  財産費につきましては、維持管理費の増加などにより対前年度３８万３，０００円増額の６３

３万７，０００円を計上いたしております。 
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  諸支出金につきましては、淡輪地区財産区基金積立金及び一般会計繰出金といたしまして、対

前年度１３０万８，０００円増額の２４０万２，０００円を計上いたしております。 

  以上が、淡輪財産区特別会計予算でございます。 

  続いて、深日財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額として、歳入歳出それぞれ４，７７２万３，０００円を計上いたしており、対前年比

１４．３％の増となっております。 

  まず、歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  財産収入につきましては、土地貸付収入の増加などにより、対前年度３７６万４，０００円増

額の２，５０７万９，０００円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、深日地区財産区基金繰入金といたしまして対前年度２２２万３，００

０円増額の２，２６４万１，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  財産費につきましては、維持管理費の増加などにより、対前年度２８万２，０００円増額の７

６２万円を計上いたしております。 

  諸支出金につきましては、深日地区財産区基金積立金及び一般会計繰出金といたしまして対前

年度５７０万５，０００円増額の３，９１０万３，０００円を計上いたしております。 

  以上が、深日財産区特別会計予算でございます。 

  最後に、多奈川財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算総額といたしましては、歳入歳出それぞれ４，２４４万７，０００円を計上いたしており、

対前年度比３１．４％の減となっております。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。 

  財産収入につきましては、松茸採取権売払収入の増加などにより、対前年度１２万円増額の５

７万９，０００円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、多奈川地区財産区基金繰入金及び一般会計繰入金といたしまして対前

年度１，９５６万７，０００円減額の４，１８６万６，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。 

  財産費につきましては、維持管理費の増加などにより、対前年度６３５万３，０００円増額の

１，５００万６，０００円を計上いたしております。 

  諸支出金につきましては、多奈川地区財産区基金積立金及び一般会計繰出金といたしまして、

対前年度２，５８０万円減額の２，６４４万１，０００円を計上いたしております。 
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  以上が、多奈川財産区特別会計予算でございます。 

  以上、令和３年度一般会計予算のほか８会計予算の概要につきまして説明させていただきまし

た。 

  本件につきましては、後日開催が予定されております総務文教、厚生、事業の各常任委員会の

委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○奥野 学議長 正午を回りましたが、もう少し継続してやらせていただきます。 

  これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

  竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 ただいま、中口副町長より当初予算に関する説明を聞かせていただきました。 

  各常任委員会に付託されるということですが、私は総務文教委員会に所属していないことから、

少し聞きたいことがございますので、この場において質問をさせていただきます。 

  令和３年度岬町一般会計予算についてでございますが、よろしいでしょうか。 

  令和３年度の予算書を見ていますと、歳入のところで町税収入が載っているのが、１４ページ、

１５ページということでございます。 

  町民税並びに固定資産税、詳細に記載されています。 

  その中で、固定資産税におきまして大幅な減額がございます。 

  一般質問の際にある程度説明もあったと思いますが、実際どうなのかお聞きしたいなと思う点

がございます。 

  町長からもありましたが、今年度において固定資産税の超過課税の撤廃ということで、１．

４％に戻すというように聞いております。 

  その点と、その関連で阪本理事から今年度は評価替えの年であるということで、私の認識にお

いては岬町の土地評価というのは上がっていなくて下がっている。 

  その点、固定資産税の収入減が結構あるのではないかな、そのように思っておりまして、具体

的に幾らというのが出せるのかどうか、それは分かりませんけども、この内訳といいますか、そ

の要因というのをお聞かせいただければと思いますが、そういう質問でよろしいでしょうか。お

願いします。 

○奥野 学議長 財政改革部理事、阪本 隆君。 

○阪本財政改革部理事 竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。 
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  まず、その前に一昨日の松尾議員さんから一般質問でご発言いただいているみさき公園に係る

減収についての約２億円程度の減収というような発言があったかと思うんですけれども、税の担

当といたしましては、地方税法や地方公務員法の規定によりまして税額を明確に言えないので申

し訳はないんですけれども、議場におられた皆様におかれましてはみさき公園のこのご発言が、

みさき公園の税収減との印象を与えてしまうような懸念を持っておりますので、実減収額とは異

なるということでここで申し上げさせていただきたいと思っております。 

  それでは、竹原議員さんからのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  固定資産税の令和元年度の現年度課税分におきまして、予算額、対前年度で約１億７，０００

万円の減額となっております。 

  この大きな要因としましては、先ほど触れさせていただいていますけれども、評価の見直し、

これは３年に一度の評価の見直しございますので、評価の見直しで約４，０００万円。 

  それから、税率変更の影響で超過税率を元に戻した、標準税率での減少額ということで約７，

１００万円、それからコロナの減免では２，６００万円、残りがみさき公園などの減収によるも

のとなっております。 

  以上は、現年度課税分でございます。 

  滞納繰越分につきましては、対前年度約１億５，０００万円が増加となっております。 

  この要因はコロナ禍における事業の減収にかかります納税猶予が含まれておりまして、例年以

上の増加となっております。 

  以上のように、令和３年度におきましては評価の見直しや税率変更、コロナ減免やみさき公園

の減収など不確定な要因が重なっておりまして、例年とは異なり、単純に前年比較がしがたい状

況となっておりますことをご承知おきいただきますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 よろしいですか。 

  質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第６号、令和３年度岬町一般会計予算についてから議案第１４号、令和３年度

岬町多奈川財産区特別会計予算についてまでの９件を会議規則第３９条第１項の規定により、そ

れぞれ総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号から第１４号については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託す

ることに決定しました。 

  お諮りします。 

  暫時休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  暫時休憩することに決定しました。暫時休憩をいたします。 

  再開は１３時１５分からとします。 

（午後 ０時１２分 休憩） 

 

（午後 １時１５分 再開） 

○奥野 学議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第１６、議案第１５号「岬町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条

例の制定について」を議題とします。 

  本件について説明を求めます。 

  総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第１６、議案第１５号、岬町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

の制定につきましてご説明をいたします。 

  提案理由といたしましては、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上、行政の運営

の簡素化及び効率化を図るため、本条例を制定するものでございます。 

  これまで町の機関に係る申請、届出の手続等につきましては、書面で行ってまいりましたが、

従来の書面による手続に加えて、インターネットの利用等による手続も可能とするため、基本的

な事項を定めるものでございます。 

  条例案についてご説明いたします。 

  議案書裏面の条例案及び議案とともに配付させていただきました参考資料を併せてご参照くだ

さい。 

  条例の構成ですが、目的以下９条で構成しており、内容につきましては国の行政手続のデジタ
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ル化を定めた情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に準じて策定をいたしておりま

す。 

  第１条は条例の目的を、第２条は条例上の用語の定義を定めております。 

  第３条は電子情報処理組織、いわゆるオンラインによる申請等についての規定で、条例等にお

いて書面等で行うこととされている申請等をオンラインによる申請等が可能となることを定めて

おります。 

  第４条はオンラインによる処分通知等についての規定で、条例等において処分通知等を書面等

で行うことと定められている場合においてもオンラインによる処分通知等が可能となることを規

定しております。 

  第５条は電磁的記録による縦覧等についての規定で、条例等において縦覧や閲覧を書面等で行

うことと定められている場合においても、電磁的記録の再生機器の画面、またはその画面を印刷

した書類での縦覧や閲覧が可能となることを規定しております。 

  第６条は電磁的記録による作成等についての規定で、条例等において書面等で作成保存するこ

とと定められている場合においても、書面等に代わり電磁的記録での作成、保存が可能になるこ

とを規定しております。 

  第７条は添付書面等の省略についての規定で、条例等において添付書面等が定められている場

合においても、町の機関の情報連携等により入手、参照できる場合は添付書面等を省略すること

ができることを規定しております。 

  第８条はオンライン利用可能手続等の状況を公表し、明らかにすることを規定しております。 

  第９条は規則への委任について規定しております。 

  附則は条例の施行期日を規定しており、この条例は令和３年４月１日から施行するものとして

おります。 

  本件につきましては総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議

決賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第１５号、岬町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定につい
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ては、会議規則第３９条第１項の規定により総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１５号は、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第１７、議案第１６号「岬町税条例の一部改正について」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。 

  財政改革部理事、阪本隆君。 

○阪本財政改革部理事 日程第１７、議案第１６号、岬町税条例の一部を改正する条例につきまし

てご説明をさせていただきます。 

  提案理由といたしましては、平成１９年度から実施している固定資産税の超過課税について、

令和３年度課税分から標準税率に戻し、住民負担の軽減を図るため本条例に所要の改正を行うも

のでございます。 

  超過課税につきましては、これまで住民の皆様のご協力の下、行財政改革を進めることで目標

を上回る効果額を捻出することができたことに加えて、新型コロナウイルス感染症による家計の

負担軽減を図るため標準税率へと移行するものでございます。 

  議案書の裏面をご覧ください。併せて新旧対照表をご参照願います。 

  改正内容といたしましては、附則第２２条に次の１項を加え第４項として、令和３年度以後の

年度分の固定資産税率は第６２条の規定を適用する。 

  附則第１条は施行期日を定めるもので、令和３年４月１日から施行し、固定資産税に関する経

過措置としまして、第２条で改正後の附則第２２条第４項の規定は令和３年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、令和２年度までの固定資産税についてはなお従前の例によることとし

ております。 

  本件につきましては、総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 
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  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第１６号、岬町税条例の一部を改正する条例については、会議規則第３９条第

１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１６号については、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第１８、議案第１７号「岬町国民健康保険条例の一部改正について」を議題

とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第１８、議案第１７号、岬町国民健康保険条例の一部改正について

ご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、国民健康保険法施行令の一部改正する政令及び健康保険法施行令

等の一部を改正する政令の施行に伴い本条例に所要の改正を行うものでございます。 

  それでは、条例案につきましてご説明させていただきます。議案書裏面の条例案及び新旧対照

表をご覧ください。 

  また、本条例の一部改正の概要としまして資料を添付させていただいていますので併せてご参

照願います。 

  改正内容につきましては、平成３０年度税制改正に基づき国民健康保険料の算定基礎となる課

税標準額の算定基準が改正されたことにより、低所得者に係る軽減基準が改正となることなどか

ら本条例に所要の改正を行うものでございます。 

  まず、第１４条第１項の改正につきましては、令和２年度税制改正に伴い、低未利用土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことによるもので、同条第１項中第３５条

の２第１項の次に第３５条の３第１項の文言を追加するものでございます。 

  なお、この特別控除の詳細につきましては、資料の裏面、条例の改正内容②のとおりでござい

ますのでご参照願います。 

  続いて、第２０条につきましては保険料の減額に用いられる軽減判定所得の基準について、ま

た附則第３条においては公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例について定めたもので、

平成３０年度税制改正において給与所得控除額及び公的年金等控除額を１０万円引下げと基礎控
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除の額を１０万円引き上げることとされ、平成３２年分、令和２年分以後の所得税について適用

されることから、国民健康保険法施行令についても同様の改正が行われたことに伴うものです。 

  給与所得控除額等を１０万円引下げたことにより給与所得者等の人数が２人以上いる場合にあ

っては軽減判定基準額を超過し軽減対象とならない場合が生じることから、地方税法の改正によ

る改正後の基礎控除額４３万円の改正に加え、これまでと同様に軽減が受けられるよう条例改正

するものでございます。 

  詳細につきましては資料の表面中段にあります条例の改正内容①のとおりでございますのでご

参照願います。 

  次に、附則につきましては施行期日を公布の日からとし、令和３年１月１日から適用と定めて

おります。 

  また、改正後の第１４条第１項第２０条第２項及び附則第３条の規定については、令和３年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の

例による旨の経過措置を定めております。 

  以上が条例案の内容でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会の付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決

賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第１７号、岬町国民健康保険条例の一部改正については、会議規則第３９条第

１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１７号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第１９、議案第１８号「岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 
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  しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第１９、議案第１８号、岬町特定教育保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正する必要

が生じたため所要の改正を行うものでございます。 

  それでは、条例案についてご説明させていただきます。議案書裏面の条例案及び新旧対照表を

ご覧ください。 

  なお、本条例の一部改正案の概要としまして資料を添付しておりますので、この資料により説

明させていただきます。 

  まず、改正理由といたしましては、子ども子育て支援新制度施行後５年後見直しに係る対応方

針について、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運

営に関する基準が改正されたことに伴う措置でございます。 

  改正内容につきましては２点ございます。 

  一つ目に、連携施設の特例として規定されています第４２条第４項について１号を追加するも

のでございます。 

  ０歳から２歳までの児童を対象とした特定地域型保育事業、家庭的保育事業等において、利用

児童が３歳児になり卒園した後に保育所等の教育保育施設で受皿となる連携施設を確保すること

が原則でありましたが、今回の改正では市町村が保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育保

育が提供されるような必要な措置を講じている場合には、卒園後に保育所等の教育保育施設の連

携施設の確保を不用とする緩和措置を追加するものでございます。 

  次に、第４２条第５項において、第４２条第４項に１号を追加したことで引用条文の条項に整

合性を図る必要が生じたことから整理を行っております。 

  施行期日につきましては、公布の日から施行としております。 

  以上が条例案の内容でございます。 

  本件は厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第１８号、岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正については、会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付

託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１８号は、厚生委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第２０、議案第１９号「岬町介護保険条例の一部改正について」を議題とし

ます。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第２０、議案第１９号、岬町介護保険条例の一部改正についてご説

明いたします。 

  提案理由といたしましては、介護保険法施行令の一部改正及び令和３年度から令和５年度に係

る介護保険法に定める第１号被保険者の介護保険料負担を定めるため、本条例に所要の改正を行

うものでございます。 

  条例案についてご説明させていただきます。議案書裏面の条例案及び新旧対照表をご覧くださ

い。 

  改正内容といたしましては、令和３年度から令和５年度までの介護保険料の設定と保険料の基

礎となる所得額の算定方法の改正となっております。 

  なお、説明につきましては、本議案書と併せて送付いたしております岬町介護保険条例の一部

改正する条例案の概要資料により説明させていただきます。 

  １の趣旨については先ほどの提案理由と同様でございます。 

  次に、政令にある介護保険法施行令の改正内容についてでございますが、大きく二つございま

す。 

  一つ目は、平成３０年度税制改正による影響を遮断するための改正でございます。 

  これは働き方改革を重視する観点から特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等

控除を１０万円引き下げるとともに基礎控除を１０万円引き上げる内容の改正が令和２年以後の
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所得税等について適用されることとなりましたが、介護保険料の負担水準に関して意図せざる影

響や不利益を生じさせないようされました。 

  二つ目は令和２年度税制改正による税法上の特別控除を反映するための改正でございます。こ

れは低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、保険料段階

を区分する取得指標に反映させたものでございます。 

  次に、本条例改正の内容でございます。 

  本条例の改正内容が大きく３点ございます。 

  １点目の令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者の介護保険料の設定でございますが、

令和３年度から令和５年度までの介護保険料は、令和２年度の据置きとさせていただいておりま

す。 

  資料裏面の介護保険料案についてをご覧ください。 

  介護保険料算出のプロセスについてご説明させていただきます。 

  ①で令和５年度までの３年間の給付見込額を算定した額に②の介護保険法に定められた６５歳

以上の第１号被保険者が負担する割合である２３％を乗じて第１号被保険者負担分相当額を算定

いたします。 

  次にその負担分相当額から③の額になりますが、調整交付金による軽減額、準備基金取崩し額

を差し引いた保険領収納必要額を算定し、④の標準的な収納率を補正した後の額を⑤の基準額の

割合で補正した令和３年度から令和５年度までの３年間の合計被保険者で割った額が標準月額で

６，０００円、年間７万２，０００円となります。 

  なお、今回の算定では準備資金の全額を取り崩して保険料の上昇を抑制いたしております。 

  また、介護保険料の月額標準ベースでの使途内訳は一番下の表に記載のとおりでございます。 

  以上が保険料算出のプロセスでございます。 

  資料の表面にお戻りください。 

  令和３年度から令和５年度までの介護保険料の設定については、条例第５条第１項から第４項

において、令和３年度から令和５年度までの各年度に改正し、先ほどご説明いたしましたとおり、

今回は介護保険料の改定は行わず、令和２年度から据置きとさせていただいております。 

  ただし、保険料の段階を区分する給与所得金額については介護保険法施行規則の改正に準じ条

例第５条第１項第８号から第１１号の各号ア中の所得基準額を記載のとおり改正いたしておりま

す。 

  次に、２点目は、平成３０年度税制改正による影響額を遮断するため条例附則第９条において
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保険料段階を区分する所得事業について平成３０年度税制改正後の合計所得金額を用いた場合、

最大で１０万円増加することから、その影響を遮断するため給与所得の金額、または公的年金等

所得額から１０万円を控除することを規定するものでございます。 

  次に３点目は、令和２年度税制改正による税法上の特別控除反映するため、条例第５条第１項

第６号において第３５条の３第１項と当該合計所得金額がゼロを下回る場合にはゼロの文言を追

加するものでございます。 

  最後に、施行期日、適用については附則第１項におきまして条例の施行の日を令和３年４月１

日と定め、附則第２項におきましては、改正後、第５条の規定は令和元年度分の保険料から適用

し、令和２年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の例による旨の経過措置を定めており

ます。 

  以上が条例案の内容でございます。 

  本件は厚生委員会の付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜りますようお

願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第１９号、岬町介護保険条例の一部改正については、会議規則第３９条第１項

の規定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１９号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第２１、議案第２０号「岬町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  町長、田代 堯君。 

○田代町長 日程第２１、議案第２０号、岬町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましてご

説明をいたします。 
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  提案理由といたしましては、岬町固定資産評価審査委員会委員、松下 博氏は、令和３年３月

１１日をもって任期満了となりますので、同氏の選任について地方税法第４２３条第３項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

  松下 博氏については、住所は大阪府泉南郡岬町深日２９８６番地、生年月日は昭和１３年９

月１６日生まれ。 

  経歴等につきましては、議案書裏面に記載のとおりであります。 

  よろしくご審議の上、松下 博氏の選任についてご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。議案第２０号は人事に関することですので、委員会付託及び討論を省略したい

と思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  これより議案第２０号、岬町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを起立により採決し

ます。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２０号は原案のとおり同意することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野 学議長 日程第２２、議案第２１号「岬町農業委員会委員の任命について」から日程第３

５、議案第３４号「岬町農業委員会委員の任命について」までの１４件を一括議題とします。 

  それでは、議案第２１号から議案第３４号までについて提案理由の説明を求めます。 

  町長、田代 堯君。 

○田代町長 日程第２２、議案第２１号から日程第３５、議案第３４号、岬町農業委員会委員の任

命について一括して提案の理由をご説明申し上げます。 

  現在、本町の農業委員会委員につきましては、令和３年６月２日付で任期が満了いたします。
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農業委員会等に関する法律第８条により、農業委員会委員は町長が議会の同意を得て任命すると

され、定数は１４名でございます。 

  委員の選任に当たっては、まず同法第９条により公募を行ったところ、定数を超える合計１６

名の推薦及び応募がございましたので、岬町農業委員候補者評価委員会を庁内に設置し検討を行

いました。 

  その後、同委員会より適任と報告のあったものについて評価委員会の意見を尊重し、同意を求

めるものでございます。 

  それでは、同意を求めるものを順に申し上げます。 

  議案第２１号、岬町多奈川東畑７１１番地、前田良秋、昭和１７年１２月８日生まれ。 

  議案第２２号、岬町淡輪山中９１８番地の２、坂原勇治、昭和２０年９月２８日生まれ。 

  議案第２３号、岬町深日１５７８番地、奥野久已、昭和２６年１１月１４日生まれ。 

  議案第２４号、岬町淡輪４７９４番地、松尾清次、昭和２６年１月１０日生まれ。 

  議案第２５号、岬町多奈川西畑３３８番地、田中 悟、昭和２４年８月２２日生まれ。 

  議案第２６号、岬町淡輪４６３１番地、辻 康一、昭和２３年１１月２８日生まれ。 

  議案第２７号、岬町深日２７５８番地、川端 修、昭和２３年５月７日生まれ。 

  議案第２８号、岬町孝子１８５番地、下出 忠、昭和１５年３月４日生まれ。 

  議案第２９号、岬町多奈川谷川１６３３番地の３８、大道 明、昭和２６年８月１日生まれ。 

  議案第３０号、岬町淡輪４５３４番地の１、寺田伸之、昭和３０年２月８日生まれ。 

  議案第３１号、岬町淡輪４８５４番地の２、松尾善裕、昭和２５年７月４日生まれ。 

  議案第３２号、岬町孝子７９７番地、茂野憲一、昭和２１年１２月１２日生まれ。 

  議案第３３号、岬町深日１７８７番地、木下喜久子、昭和１８年１１月２０日生まれ。 

  議案第３４号、阪南市尾崎町８丁目３１番１３号、車谷雅美、昭和５３年８月１日生まれ。 

  以上１４名でございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野 学議長 提案理由の説明を終わります。 

  これより、本１４件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員 今、ご提案の中で１６人の推薦や応募があったということで、その方々の中から

１４人を評価委員会から選定されたというか推薦をされたということで、それを尊重してという

ご提案をお聞きしました。 

  この農業委員の選定については、２０１７年９月議会の折に、委員の定数に関する条例を制定
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する議案の提案がありまして、そのときにも申し上げましたけれども、公選制から市町村長の任

命制に選び方が変わるということで、整備上、恣意的な選任が可能になることに懸念を表明して

きたところであります。 

  また、２０１８年３月の議会の折に、この選び方が変わって、最初の農業委員の任命のご提案

がありました。 

  そのときにもいろいろお聞かせいただきましたけれども、いつも私が懸念して問題提起してき

たのは、選考基準の問題や選考経過の透明性、それから公平性の確保という事柄であります。 

  また、女性の登用や青年の起用、利害関係者を含まない委員構成にすることといったことも今

回の農業委員会の任命に当たって変更されてきた中身でありました。 

  その辺りについて、どのようなことがなされてきたのかお尋ねしたいと思います。 

  今回は、現在委員を務めていただいている方のうち、３名が任命されないということになりま

して、今回、その３名に代わる方とイコールではないのでしょうが、新たな方が３人加わってい

るということであります。 

  それで、具体的にお尋ねしますけれども、一つは、お二人の方が今回選考の中からは外れたと

いうことになりますけれど、その方々の推薦の理由や応募の理由を拝見しておりますと、１６人

が１６人とも非常に意欲的で、また推薦の理由についても、人物像もご立派なんだなと思わせる

ような中身も記載されておりまして、どの方が選ばれても遜色ないのではなかろうかと拝見して

おりました。 

  となると、なぜこの１６人中、このご提案いただいている１４人になったのかと、そこがよく

分からないわけです。 

  ですので、そのことへの説明をいただきたいと思います。 

  それから、選考基準の公表についても既になされているのか確認をさせていただきたいと思い

ます。 

  それから、もう一つ、先ほど申し上げた女性や青年の登用という問題について、残念ながら今

回は改善ということにはならなかったというように思って見ているのですが、何か努力なさった

けれど残念ながらこういう結果になったということであるのか、その辺りについて、前回から今

回に至るまでの何か特段のご報告がありましたらお聞きしたいと思います。お願いします。 

○奥野 学議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  推薦を含めて１６名の方がいらっしゃいまして、定数は１４名でございますので、委員おっし
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ゃいますとおりお二人の方が外れたわけですけれども、これは選定基準というのを設けておる中

で、農業に精通している点、それと地域に貢献しているような点が重視されることとなっており

まして、その中で各項目に分けて評価点数があって、それらを積み上げて合計点数を置くという

形になっていまして、今回はその基準で点数の順位的に２名の方が落ちたという形になってござ

います。 

  選考基準等につきまして公表しているかということですけれども、選考基準は公表していなか

ったと思います。 

  女性の登用の部分ですけれども、前回と大きくは変わっていないんですが、前回からまた再任

された方が１名と、あと利害関係のない方が１名おられたわけですけれども、その方が女性だっ

たのですが、そこの点について新たに入れ替わったんですが、その方も女性として採用されたと

いうことで、人数的にはお二方ということで、増加には至らなかったというところになってござ

います。 

○奥野 学議長 中原 晶君。 

○中原 晶議員 選定基準の公表のことなんですけれども、公表されていなかったと思うというこ

とで、ちょっと確定的な言い方ではないわけなんですが、私も本日、審査に当たるに先立って、

もしかして公表されているのじゃなかろうかと思ってインターネットの岬町のホームページで探

してみたのですけれど、私はよう見つけなかったんですね。 

  もしかして、公表、もう既にされているのかなと先ほど聞かせていただいたということであり

ます。 

  この選定基準については、２０１７年の９月議会の事業委員会の折に、選定基準の公表を私は

求めていたんです。 

  それで、基準とかもこのときは実際にはこれから考えていくことになるのだという時期でした

ので、まとまったら、そのときは公開できる部分については公開させていただきたいと当時の木

下都市整備部長がお答えになっています。 

  その後、２０１８年３月の定例会、本会議２日目の折には、この議会の案件が済み次第ホーム

ページ等に載せてまいりたいと考えておりますと、当時の早野都市整備部理事がお答えになられ

ていますので、本当に公開されていないのか、そこはきちんとお答えをいただきたいと思います。

それが一つであります。 

  それから、委員構成の問題で、女性の登用については前回の２人が今回も２人ということで維

持された、増やせなかったということは残念でありますけれども、そこは引き続き増やす努力を
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していただきたいということと、それから、青年については特にお答えになられませんでしたけ

れども、前回、委員の中で最年少が４１歳だったんです。今回、最年少は４２歳なんですね。 

  それで、自然の摂理でありまして、前回委員をお受けいただいた方、今回もまたお受けいただ

けるであろう方も、１年１年歳を重ねていくわけでありますよね。 

  そうなりますと、恐らく平均年齢は上がっているのかなと、計算してないからごめんなさい、

分からないんですけど。 

  その辺りを考えると、やはり青年の登用ということについても女性の登用と併せて、この点に

ついては今後さらに努力をして、委員の応募とか、そういった段階から女性や青年にどんどん入

っていただけるような活動を進めていただきたいなと、これは要望にとどめておきたいと思いま

す。 

  一つ目にお聞きした選定基準の公表に関わって、私がさっき聞いたことなんですけれど、なぜ

この２人が、点数の順序で並べていくと下位に当たったということなんでしょうけど、なぜなの

かというのがよく分からないんですよ。 

  農業への精通度とか地域貢献ということが一つの選考の基準なんだということをお示しになら

れましたけれども、推薦や応募の理由を見ていますと、今回、下位に当たられた方を任命すると

してこうして提案されていない方々の理由を読ませていただきますと、非常に立派なお考えをお

持ちだなと思っているんですよ。 

  ですので、やはり選考の経過、基準は当然なんですが、経過が明らかにならないと結論だけを

示されましても、ブラックボックスというようにどうしてもならざるを得ないんですよ。 

  ですので、選考経過をやはり明らかにしていただく必要があると私は思いますし、そのことが

なされないと、結果だけを持ってこられても、なかなか判断しづらいというところがあるという

のを率直に申し上げたいと思います。 

  まずは選定基準の公表の有無について明確にご答弁をいただきたいということと、それから、

重ねてもう一度お聞きしますが、今回の１６人から１４人、この１４人が優位に選ばれた理由に

ついてもう少しご説明をいただけるとありがたいと思います、お願いします。 

○奥野 学議長 暫時休憩したいということですので休憩させていただきます。 

（午後 １時５９分 休憩） 

 

（午後 ２時０７分 再開） 

○奥野 学議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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  都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 先ほどは失礼いたしました。お答えさせていただきます。選考基準はやは

り公表はしておりません。 

  根拠は、会議を開く前に公開等の取扱いについてお諮りさせていただいてまして、情報公開条

例の第６条第１項第４号に規定するということで、非公開とさせていただいたというところでご

ざいます。 

  なお、募集要項による応募状況の公表をさせていただいているのは、推薦を受ける者及び応募

者に関する情報のみ公表させていただいているというところであります。 

  岬町情報公開条例第６条第１項第４号というのが、実施期間または国等の機関が行う審議、検

討、調査等に関する情報であって、公にすることによって率直な意見の交換もしくは意思決定の

中立性が損なわれる恐れがあるということで、そういうことを理由に非公開とさせていただいた

ところとなります。 

  選考基準の内容でお二人が順位的に低くなって任命されなかった点というところですけれども、

確かに委員おっしゃいますとおり、意欲的なものは皆さん、大変意欲がございますけれども、選

考基準では、その意欲の部分も大変高い点数にはなっているんですけれども、そのほかに、農業

に関するところで言いますと、農業の知識、経験、農地法の法例知識などがあること、地域合計

で言いますと、地域に精通している方、地域における活動実績がある方、そのほかで言いますと、

職務を適正に執行できる方というところの判断が各種点数になっておりまして、それらを積み上

げさせていただいたところになりますので、結論を言いますと、農業経験が少なかったり、耕作

している種類とか、そういうことで農業の知識等に差があるというようなところから点数が積み

上げられたものとなっています。結果につきましては、それぞれの委員の合計点数を平均した形

で公表する予定になっております。 

○奥野 学議長 中原 晶君。 

○中原 晶議員 今、ご説明いただきまして。 

  私、講評のことで言いますと、選定基準の講評についてお聞きしたんですよ。 

  会議の公開、非公開というところのご説明を情報公開条例を基にご説明をいただきましたが、

そこは私自身率直に言って難しいだろうと思っていますので、私は何でもかんでも行政の行う会

議は傍聴したい人ですが、それがかなわないということも、そこは理解しているんです。 

  ただ、過去の答弁で選定基準の公表をすることに前向きな答弁を重ねてしておきながら、公表

がされているかいないかがよく分からなかったものですから、公表されているのですかというこ
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とを聞きましたけど、公表はされていませんということでした。 

  その後の説明が、会議の公表の話をされたんですけれど、選定基準を公表しない理由をもう一

度お聞きしたいと思います。 

  点数をずっとつけていったときに、どなたが選ばれてもおかしくないのだろうと思いましたけ

れど、それぞれの項目の点数を足していったら結果的にこうなったということだろうと、それに

ついてはそれなりの理解をしたいと思います。 

  それで、最後に結果の公表についてはなさるというように今おっしゃったかなと思うんですけ

れど、結果の公表というのは、この方々が選ばれましたという、そういう意味でしょうか。経過

ではなくて結果のことを何らかの形で公表なさるということなんですね。 

  そこも一応確認で、公表はどのようになさるのか、ホームページ上ということになるのか、確

認しておきたいと思います。 

  私が最初から聞いている選定基準の公表について、もう一度お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

○奥野 学議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 失礼いたしました。 

  ちょっと説明不足によるものかなと思うんですけれども、議事の関係に入る前に議事の公開等

の取扱いについてを審議していただいておりまして、その中で先ほど申し上げました岬町情報公

開条例の規定を基に会議自体は非公開ですけれども、議事の内容の取扱い等についても審議して

いただいてまして、その中で選考基準についても非公開というように取決めさせていただいたと

ころとなります。 

  それと、公表につきましては議員おっしゃっておりますとおり、結果の公表という形になりま

す。 

○奥野 学議長 ほか、質疑ございませんか。 

  竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 人事案件なので質疑しようかどうか迷ったんですけれども、この一括議題に関し

まして、１４人の方の任命に関して、私、１３人の方の顔は大体分かるのですが、議案第３４号の

車谷雅美さんについて、今までの審議によると、女性だということと、年齢が４２歳だということ

と行政書士さんだということ以外に、何かもう少し情報がないのかなと思っておりまして、前回と

いうのは平成３０年３月６日の定例会において澤田委員を任命するときにもいろいろお聞きしてい

たのですが、行政書士の経験とかというのがもう少し分かるようであれば、情報として教えていた
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だきたいのですが、お願いできませんでしょうか。 

○奥野 学議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  おっしゃいますとおり、行政書士資格を有する方でいらっしゃいまして、平成２９年９月に大

阪府の行政書士会に入会をされておりまして、平成３１年度より、泉州支部の副支部長を担当され

ておられる方でいらっしゃいます。 

  現在は支部内の農地勉強会というのがあるそうなんですけれども、そのプロジェクトチームの

メンバーとしても活躍されておられまして、農地に関して熱心に勉強されており、農地法等の知識

があることがうかがえるという委員さんになられると思います。 

  元地方公務員でもあったとお聞きしております。 

○奥野 学議長 ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○奥野 学議長 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第２１号から議案第３４号までは人事に関することですので、委員会付託及び討論は省略

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  これより議案第２１号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２１号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２２号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２２号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２３号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 
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  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２３号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２４号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２４号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２５号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２５号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２６号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２６号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２７号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２７号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第２８号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２８号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第岬町２９号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 
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  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第２９号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第３０号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第３０号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第３１号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第３１号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第３２号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第３２号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第３３号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第３３号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  次に、議案第３４号「岬町農業委員会委員の任命について」を起立により採決します。 

  これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○奥野 学議長 満場一致であります。 

  よって、議案第３４号は原案のとおり同意することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○奥野 学議長 日程３６、選挙第１号「岬町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について」

を行います。 

  本件については、岬町選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が令和３年３月３１日をもって

満了となるため、地方自治法第１８２条の規定により、委員４名と補充員４名の選挙を行うもの

であります。 

  お諮りします。選挙の方法については地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にし

たいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定しました。 

  選挙管理委員会の委員に、 

  岬町淡輪１２０８番地の３、見先秀隆君。 

  岬町深日２８４８番地、大野 斉君。 

  岬町多奈川谷川３４００番地の６１、辻井マリ子君。 

  岬町孝子５４９番地、的羽敏雄君。 

  以上の方を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま指名した方を岬町選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました見先秀隆君、大野 斉君、辻井マリ子君、的羽敏雄君、以上の

方が岬町選挙管理委員会委員に当選されました。 

  次に、選挙管理委員会委員補充員についてを行います。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思いま
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す。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定しました。 

  選挙管理委員会委員補充員に、 

  岬町淡輪山中９１９番地の３、杉谷友久君。 

  岬町深日２６７７番地の４、波元光男君。 

  岬町多奈川谷川１９１６番地の１、関口 守君。 

  岬町孝子６８２番地、茂野幸子君を指名したいと思います。 

  お諮りします。 

  ただいま議長において指名いたしました以上の４名を選挙管理委員会委員補充員の当選人と定

めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野 学議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました杉谷友久君、波元光男君、関口 守君、茂野幸子君が選挙管理

委員会補充員に当選されました。 

  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  それでは、本日はこれで散会します。 

  各常任委員さんには委員会付託分の審議についてよろしくお願いいたします。 

  次の会議は３月２４日の全員協議会終了後に会議を開きますのでご参集ください。 

  どうもご苦労様でございました。 

（午後 ２時２９分 散会）
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  以上の記録が本町議会第１回定例会の会議のてんまつに相違ないことを記するため、ここに署
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